
令和８年度（２０２６年度）
せたがや動物とともにいきるまちづくり補助金
地域ねこ活動支援
募集要領
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[image: グラフィカル ユーザー インターフェイス

AI によって生成されたコンテンツは間違っている可能性があります。]

募集受付期間
令和８年（２０２６年）４月１日（水）～５月２９日（金）必着

担当部署

〒154-8504  世田谷区世田谷４－22－35　世田谷区役所第2庁舎4階
世田谷保健所　生活保健課　生活保健
TEL　03-5432-2908 FAX　03-5432-3054





この事業は、世田谷区へのふるさと納税「せたがや動物とともにいきるまちプロジェクト」でいただいた寄附金を活用して実施します。
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[bookmark: _Toc223712678]１　はじめに
区は令和５年8月から、世田谷区へのふるさと納税「せたがや動物とともにいきるまちプロジェクト」を開始しました。令和７年度は１９,000,000円を超える寄附をみなさまからお寄せいただき、飼い主のいない猫の不妊・去勢手術や、新たな飼い主への引き渡しに必要となる諸費用や医療的処置、多頭飼育崩壊時の緊急対応等に活用しています。
令和6年10月より、これまでの取組に加え、動物と共生する地域を形成するための意識醸成・普及啓発活動の支援を目的に「せたがや動物とともにいきるまちづくり補助金」を立ち上げました。令和８年４月より、これまでの講習会・学習会等の補助に加え、新たに飼い主のいない猫対策の一環として地域ねこ活動の支援を開始します。

[bookmark: _Toc223712679]２　事業スケジュール
事業対象期間開始　令和８年4月1日（水）




区
申請者


交付申請書提出　令和８年4月1日（水）～5月２９日（金）


令和８年6月　審査会



令和８年7月予定　交付決定



交付決定・不交付決定通知送付


変更・中止等あればその旨申請


各四半期終了毎に交付請求書・状況報告書提出（第１～３四半期）


補助金確定払（第１～３四半期毎）


事業実績報告書提出

交付額確定通知書送付（第１～４四半期合計金額）


[image: ]交付請求書提出（第１～４四半期合計金額）

補助金確定払（第１～３四半期までで支払った合計金額との差額を交付）



							補助事業完了（最終で）令和９年3月31日（水）

[bookmark: _Toc223712680]３　補助対象者
地域ねこ活動を行っている、または今後実施する予定の地域における、次の個人又は団体
（１）当該地域に居住する住民
※当該地域に実際に居住し生活実態があり、三者協働して実施する地域ねこ活動を行うことができる方
（２）当該地域にある地域コミュニティ（町会、自治会、商店会、集合住宅管理組合等）

[bookmark: _Toc223712681]４　補助の対象となる事業
飼い主のいない猫に不妊・去勢手術を施し、定期的な餌やり、トイレの管理等の一定のルールの下で、住民主導で地域の理解を得ながら適切に管理を行い、飼い主のいない猫の数を減らして地域の環境を改善することを目指す活動（地域ねこ活動）を支援します。
事業で取り組むこと
[bookmark: _Hlk222228676]・地域住民・ボランティア・行政の三者で協働する地域ねこ活動
・地域コミュニティ（町会、自治会、商店会、集合住宅管理組合等）との連絡・連携
・地域住民、地域コミュニティ、動物連絡員等と連携、活動地域の情報収集・周知
・福祉との連携（活動地域内の福祉対応が必要と思われる方の情報を保健所に連絡）

動物連絡員とは
お住まいの地域における環境問題の解決や適正飼養の推進のため、地域住民の動物に関する困りごとを把握し、関係機関への情報提供などを行っていただいております。
【活動内容】
[image: QR コード

自動的に生成された説明]•動物に関する地域の課題について情報収集
•世田谷区民への一般的なアドバイス
•関係機関への情報共有
•人と動物との調和のとれた共生社会に関する普及啓発
二次元コードを読み取って、区HP（ページID:10697）にて詳細をご覧ください。


[bookmark: _Toc223712682]５　補助事業の対象期間
令和８年４月1日（水）から事業完了日まで。
ただし、事業完了日は令和９年3月31日（水）を過ぎることはできません。

[bookmark: _Toc223712683]６　補助金額
1地域あたり１００万円を限度とします。
　※地域とは原則、町名を越えない範囲（例、船橋１～７丁目）です。

[bookmark: _Toc223712684][bookmark: _Hlk219485741]７　補助対象経費
不妊・去勢手術費用、医療的処置費用（混合ワクチン接種費用、寄生虫駆除費用、猫エイズウイルス感染症・猫白血病ウイルス感染症検査費用）、普及啓発に関する印刷費用、猫の捕獲器購入費用、猫の忌避剤購入費用を対象とします。
※本補助金で対象となる費用については、ほかの補助金との併用はできません。

[image: ]飼い主のいない猫の不妊・去勢手術費用補助金については、東京都獣医師会（世田谷支部）所属の動物病院にご協力いただいております。HP（ページID:720）にて詳細をご覧ください。
動物病院については、世田谷保健所にご相談ください。




[bookmark: _Hlk219487666][bookmark: _Toc223712685]８　申請方法
申請をお考えの方は、下記の事前相談をお申込みください。申請方法については、事前相談後に個別にご連絡いたします。

[bookmark: _Toc223712686]９　申請期間
令和８年4月1日（水）～令和８年５月29日（金）

[bookmark: _Toc223712687]１０　申請書類
申請の際は、以下の様式を作成してください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(1)補助金交付申請書
(2)補助事業計画書・見積書
　 ※修正液や修正テープ使用できません。

[bookmark: _Toc223712688]１１　事前相談
本補助金の利用に際しては、地域コミュニティとの連携を必須としております。このため、申請の前に事前相談をお受けいただく必要があります。事前相談では、地域ねこ活動が円滑に実施されるよう、申請者、ボランティア及び地域コミュニティ（町会、自治会、商店会、集合住宅管理組合等）に対して、世田谷保健所から制度説明を行います。
[bookmark: _Toc223712689]１２　事前相談予約期間
[image: QR コード

AI によって生成されたコンテンツは間違っている可能性があります。]事前相談のご予約は、二次元コードを読み取って専用フォームから５月８日（金）までにお願いいたします。

[bookmark: _Toc223712690]


１３　審査方法及び審査基準
（１）審査方法
申請の要件を満たしていることを確認後、「せたがや動物とともにいきるまちづくり補助金審査会」で審査し、補助金交付の可否及び補助金額を決定します。申請者全てに、可否を通知します。
※申請書類に基づく書類審査を行います。
※審査員は、世田谷保健所長及び区職員で構成されます。
（２）審査基準
次に掲げる項目に基づき、申請内容について総合的に審査・採点します。
1 地域の状況、事業計画
地域での猫の頭数や不妊・去勢手術の状況
地域での環境被害状況
課題解決するための実施可能な事業計画となっているか。
2 事業の収支内容
収支計画が的確であり、使途が明確で事業達成に必要なものか。
※審査結果内容に関する問合せには応じられません。

[bookmark: _Toc223712691]1４　交付決定
補助金の交付が決定した団体等には「交付決定通知書」を送付します。
不交付と決定した団体等には「不交付決定通知書」を送付します。

[bookmark: _Toc223712692]１５　事業内容や経費区分に変更が生じる場合、事業を中止、廃止する場合
事業実施期間中に、やむを得ない事情等により補助事業の変更、中止、廃止を行う場合は、事前のご連絡をお願いいたします。
(1)変更
事業内容や経費区分に変更が必要になる場合は、変更を行う前に変更・中止・廃止承認申請
書の提出が必要です。
(2)中止又は廃止
補助事業を中止、又は廃止しようとするときは、変更・中止・廃止承認申請書の提出が必要
です。

[bookmark: _Toc223712693]１６　状況報告
第１四半期～第３四半期は状況報告書の提出が必要です。
※支出実績がない場合にも提出が必要です。
（１）状況報告書
（２）収支報告書
（３）事業費用表
（４）領収書等の支出を証する書面の写し
　※領収書の宛名は「申請者」、「申請団体」または「申請団体名を冠した代表者名」に限ります。
[bookmark: _Toc223712694]１７　実績報告
第４四半期は実績報告書の提出が必要です。
（１）実績報告書
（２）補助事業成果表
（３）収支報告書
（４）事業費用表
（５）領収書等の支出を証する書面の写し
　※領収書の宛名は「申請者」、「申請団体」または「申請団体名を冠した代表者名」に限ります。
（６）事業の成果がわかる資料（普及啓発に関するチラシ・ポスター、記録写真等）

[bookmark: _Toc223712695]１８　補助金の確定通知及び支払い
（１）第１～３四半期経過後
以下の書類を提出してください。
1 補助金交付請求書
2 口座振込依頼書兼登録申請書
※振込先の口座名義は「申請者」、「申請団体」または「申請団体名を冠した代表者名」に
限ります。
提出された書類に基づき、補助金を振り込みます。
（２）第４四半期経過後
実績報告に基づき、事業が適正に実施されたことを確認後、交付金額確定通知書を送付します。交付金額確定通知を受けた日から速やかに、以下の書類を提出してください。
補助金交付請求書
[bookmark: _Hlk219489663]※第４四半期が終了した際は、第１～３四半期で支払った金額の差額を交付します。


[bookmark: _Toc223712696]１９　世田谷区での動物との共生推進にむけた取組み
区HPに掲載しています（チラシ・パンフレット等含む）ので、二次元コードを読み取って
ご覧ください。

猫の飼い方・地域ねこ活動関連

区HP「飼い主のいない猫（のら猫）対策について」（ページID:１06９９）
[image: QR コード

自動的に生成された説明]・地域ねこ活動
・トイレの管理とえさの片付け
・猫が敷地に入らない方法
・（東京都リーフレット）猫の飼い方
　

（参考）プラン・条例等
[image: QR コード

自動的に生成された説明]
世田谷区人と動物との調和のとれた共生推進プラン（第2次）（ページID:6０８３）




[image: QR コード

自動的に生成された説明]世田谷区人と動物との調和のとれた共生に関する条例（ページID:６０７９）





[image: QR コード

自動的に生成された説明]東京都動物の愛護及び管理に関する条例（都HPのPDFにリンクしています）
[bookmark: _Hlk177496137]
2

[bookmark: _Hlk221884718]第１号様式（第６条関係）
年　　月　　日

せたがや動物とともにいきるまちづくり補助金交付申請書

世田谷区長　　あて
申請者
１　団体等名称	　　　 (フリガナ)
２　所在地	〒

３　代表者　　	（職）	（氏名 (フリガナ)）　　　　　　　　　　　　　　　
４　代表者住所	〒

５　日中の連絡先	

　せたがや動物とともにいきるまちづくり補助金の交付を受けたいので、関係書類を添えて下記のとおり申請します。
申請にあたっては、せたがや動物とともにいきるまちづくり補助金交付要綱及び同要綱第６条第１項に規定する募集要領に記載の要件等を遵守するとともに申請内容及び関係書類等に虚偽がないことを誓約します。
記
１　添付書類
・補助事業計画書
・見積書

２　補助金申請額
	事業予算額
	補助金申請額

	円　　
	円　　



（注）この申請に関わるすべての記載事項は、せたがや動物とともにいきるまちづくり事業の目的及び主旨の範囲で区が取得し、利用します。


第１号様式の別紙１
補助事業者名称（　　　　　　　　）


地域ねこ活動支援用補助事業計画書・見積書

団体等情報
	活動地域
	町丁名等を記載してください。（例：北沢1～3丁目、区内全域など）



	
	町会・自治会との交流状況（既に交流あり/現時点では交流していない）
交流中の町会・自治会名　（　　　　　　会）　

	上記の活動地域に
居住する活動者数
	約　　　　　　　　　　　　　　　名



【支出】
	費目
	合計

	不妊・去勢手術費用
	　　　　　　　　　　円

	医療的処置費用
	　　　　　　　　　　円

	普及啓発印刷費用
	　　　　　　　　　　円

	猫の捕獲器購入費用
	　　　　　　　　　　円

	猫の忌避剤購入費用
	　　　　　　　　　　円



【収入】	（単位：円）
	費目
	
	金額
	内訳・内容

	当該補助金以外の収入
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	                    小計…（ア）
	
	

	せたがや動物とともにいきるまちづくり補助金　　  　…（イ）
	
	

	合計…（ア）＋（イ）
	
	






	実際に地域で起こっている飼い主のいない猫の問題について具体的に記入してください。

	









	地域ねこ活動を実施することで、福祉的な配慮を必要とする方への支援につながる取組みを記入してください。

	









	本補助金を使用して地域ねこ活動を実施することによる効果を記入してください。

	










	事業日程表
	　具体的取組み

	補助金申請事業に関する取組みについて記載してください。
	
何をするかがわかるように、具体的に記載してください。

	（例）
４月

	【例】
捕獲実施
広報実施


	

	4月
	
	

	5月
	
	

	6月
	
	

	7月
	
	

	8月
	
	

	9月
	
	

	10月
	
	

	11月
	
	

	12月
	
	

	年
1月
	
	

	2月
	
	

	3月
	
	

	事業完了予定日
	年　　　月　　　日








































第１号様式（第６条関係）記入例

令和〇年５月１日

せたがや動物とともにいきるまちづくり補助金交付申請書
世田谷区長　　あて
申請者
１　団体等名称	　　　 (フリガナ)　世田谷 (セタガヤ)地域 (チイキ)ねこの会 (カイ)
２　所在地	〒154-8504　世田谷区東世田谷1-1-1
３　代表者　　	（職）	（氏名 (フリガナ)）　世田谷 (セタガヤ)　太郎 (タロウ)　　　　　　　　　　　　　　
４　代表者住所	〒154-8504　世田谷区東世田谷1-1-1
５　日中の連絡先　03-5432-1111

　せたがや動物とともにいきるまちづくり補助金の交付を受けたいので、関係書類を添えて下記のとおり申請します。
申請にあたっては、せたがや動物とともにいきるまちづくり補助金交付要綱及び同要綱第６条第１項に規定する募集要領に記載の要件等を遵守するとともに申請内容及び関係書類等に虚偽がないことを誓約します。
記
１　添付書類
・補助事業計画書
・見積書※事業予算額が1,000,000円を超える場合は、補助金申請額は1,000,000円と記入してください（補助上限が1,000,000円のため）
　補助上限を超えた分については、収支計画の収入欄に記載してください。


２　補助金申請額
	事業予算額
	補助金申請額

	１，１００，０００円　　
	１，０００，０００円　　


（注）この申請に関わるすべての記載事項は、せたがや動物とともにいきるまちづくり事業の目的及び主旨の範囲で区が取得し、利用します。
第１号様式の別紙１
補助事業者名称（　　　　　　　　）


地域ねこ活動支援用補助事業計画書・見積書
団体等情報
	活動地域
	町丁名等を記載してください。（例：北沢1～3丁目、区内全域など）
世田谷１丁目全域


	
	町会・自治会との交流状況（既に交流あり/現時点では交流していない）
交流中の町会・自治会名　（　　　　　　会）　

	上記の活動地域に
居住する活動者数
	約　　　5　　　　　　名


【支出】
	費目
	合計

	不妊・去勢手術費用
	　　　　８５０，０００円

	医療的処置費用
	　　　　１００，０００円

	普及啓発印刷費用
	　　　　　５０，０００円

	猫の捕獲器購入費用
	　　　　　５０，０００円

	猫の忌避剤購入費用
	　　　　　５０，０００円


【収入】	（単位：円）
	費目
	
	金額
	内訳・内容

	当該補助金以外の収入
	街頭募金
	100,000
	月1回開催予定

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	                    小計…（ア）
	100,000円
	

	せたがや動物とともにいきるまちづくり補助金…（イ）
	1,000,000円
	

	合計…（ア）＋（イ）
	1,100,000円
	



	実際に地域で起こっている飼い主のいない猫の問題について具体的に記入してください。

	　当地域では、飼い主のいない猫が多く見られ、猫による糞尿の被害が多発している。また、毎年屋外で子猫が産まれ、交通事故に遭ったり、カラスに攻撃されたりして死亡する場面も見られる。
・飼い主のいない猫の数：約40匹（内手術済み個体約10匹）
・餌場：約3か所　
・猫の世話をする人の数：約10人
ボランティアが自己負担で手術をしているため、全頭手術には至っていない。
　地域外から自転車で餌をばらまきに来る人もいて、他地域から更に猫を呼び寄せてしまうだけでなく、虫の発生や野生動物が群がる姿も見られる。
　上記の原因により、餌場の近隣住民からは猫の数を減らして欲しいという声があがっており、餌をあげる人と猫に困っている人との間に軋轢も生じている。
この問題を解決するために、地域住民主導で地域の理解を得ながら、飼い主のいない猫の不妊・去勢手術、定期的な餌やり、トイレの管理等の適切な管理によって、地域の環境を改善していくために、地域住民・ボランティア・行政の三者協働で行う地域ねこ活動を進める。



	地域ねこ活動を実施することで、福祉的な配慮を必要とする方への支援につながる取組みを記入してください。

	　餌を与える人の中には、単身高齢者も見られ、孤独感から猫に餌を与えてしまうことも考えられるため、地域ねこ活動を通じてコミュニケーションを図り、孤立防止に貢献する。福祉的支援が必要と思われる人については、保健所へ情報提供する。



	本補助金を使用して地域ねこ活動を実施することによる効果を記入してください。

	　現在、猫が好きな人にとっても嫌いな人にとっても、住みやすいとは言い難い環境が生じている。今までは一部のボランティアが自己負担でTNRを行っていたため、問題が解決できなかった。
本補助金を使用した地域ねこ活動の実施により、地域住民主導で地域の理解を得ながら、飼い主のいない猫の数増加を抑制し、定期的な餌やり、トイレの管理等が適切に行われることで、地域の環境が改善され、餌をあげる人と猫に困っている人との間の軋轢が無くなっていく。
また、地域コミュニティと連携を図ることで、地域住民や町内会組織が主体となる活動へつなげ、飼い主のいない猫を増やさないという地域の意識を醸成する。そして、地域住民・ボランティア・行政の三者協働で連携した活動をすることで、住民主導の持続可能な活動が展開できる。










	事業日程表
	　具体的取組み

	補助金申請事業に関する取組みについて記載してください。
	
何をするかがわかるように、具体的に記載してください。

	（例）
４月

	【例】
捕獲実施
広報実施


	

	4月
	捕獲実施
	活動地域におけるTNR実施

	5月
	捕獲実施
	活動地域におけるTNR実施

	6月
	捕獲実施
	活動地域におけるTNR実施

	7月
	町内会回覧
	チラシを作成し町内会回覧による活動報告

	8月
	捕獲実施
	活動地域におけるTNR実施

	9月
	捕獲実施
	活動地域におけるTNR実施

	10月
	捕獲実施
	活動地域におけるTNR実施

	11月
	町内会回覧
	チラシを作成し町内会回覧による活動報告

	12月
	捕獲実施
	活動地域におけるTNR実施

	年
1月
	捕獲実施
	活動地域におけるTNR実施

	2月
	捕獲実施
	活動地域におけるTNR実施

	3月
	町内会回覧
	チラシを作成し町内会回覧による活動報告

	事業完了予定日
	令和9年３月３１日
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